
Information

人
事

町総務課　TEL096-234-1140（内線221）

■ 

令
和
３
年
４
月
１
日
付
け
人
事
異
動

●
総
務
課

▼
庶
務
係
・
渡
邉
璃
里
香
（
新
規
採
用
）

▼
財
務
係
・
郷
史
嘉
（
社
会
教
育
課
）

▼
消
防
係
長
［
兼
く
ら
し
安
全
推
進
係

長
］
・
久
米
修
永
（
税
務
課
住
民
税
係
長
）

●
企
画
課

▼
企
画
課
長
補
佐
・
瀧
本
加
奈
子
（
県

か
ら
派
遣
）
▼
企
画
政
策
係
長
・
西
口

貴
志
（
く
ら
し
安
全
推
進
係
長
［
兼
総

務
課
消
防
係
長
］）
▼
行
革
電
算
係
長
・

中
村
聡
健
（
総
務
課
庶
務
係
長
）、
同

係
・
本
田
城
光
（
県
か
ら
帰
任
）

●
地
域
振
興
課

▼
地
域
振
興
課
審
議
員
・
小
山
知
子
（
県

か
ら
派
遣
）
▼
地
域
振
興
係
長
・
本
田
幸

嗣
（
建
設
課
管
理
係
長
）
▼
商
工
観
光

係
・
野
見
山
恵
（
新
規
採
用
）

●
く
ら
し
安
全
推
進
室

▼
く
ら
し
安
全
推
進
室
長
・
佐
々
木
善
平

（
任
期
付
更
新
）
▼
く
ら
し
安
全
推
進
係

長
［
兼
総
務
課
消
防
係
長
］・
久
米
修
永

（
税
務
課
住
民
税
係
長
）

●
税
務
課

▼
住
民
税
係
長
・
木
村
智
香
（
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
所
長
）

●
住
民
生
活
課

▼
住
民
係
・
宮
本
紅
葉
（
新
規
採
用
）

▼
保
険
係
長
・
河
原
俊
典
（
農
政
課
）、

同
係
・
伊
豆
野
加
奈
子
（
総
務
課
）

●
健
康
推
進
課
（
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
健
康
推
進
係
・
井
上
理
惠
（
再
任
用
更
新
）

●
福
祉
課

▼
福
祉
係
・
中
西
加
奈
（
環
境
衛
生
課
）

▼
包
括
支
援
係
・
河
嶋
順
子
（
甲
佐
町
社

会
福
祉
協
議
会
か
ら
派
遣
）

●
環
境
衛
生
課

▼
環
境
衛
生
係
・
鍬
先
大
地
（
建
設
課
）

▼
水
道
係
・
石
橋
拓
也
（
住
民
生
活
課
）

●
農
政
課

▼
経
営
係
・
中
川
慎
士
（
地
域
振
興
課
）

令 和 ３ 年 度 の
町 組 織 人 事 異 動

今年度もよりよい行政サービスを目指します

▲（左から）新規採用職員の野見山さん、
渡邉さん、宮本さん、緒方さん

▼
整
備
係
・
渡
邊
哲
司
（
任
期
付
更
新
）、

伊
佐
坂
光
輝
（
任
期
付
更
新
）
▼
農
地

係
・
川
端
励
志
（
環
境
衛
生
課
）

●
建
設
課

▼
建
設
課
長
補
佐
・
千
𠩤
墾
（
国
土
交
通

省
か
ら
出
向
）
▼
管
理
係
長
・
木
村
徹

（
地
域
振
興
課
地
域
振
興
係
長
）
▼
住
宅

係
長
・
田
上
大
助
（
学
校
教
育
課
学
校
教

育
係
長
）、
同
係
・
佐
々
木
智
也
（
税
務

課
）、
野
付
祐
司
（
任
期
付
）
▼
建
設
係
・

緒
方
伸
也
（
新
規
採
用
）、
緒
方
和
則

（
任
期
付
短
更
新
）

●
会
計
課

▼
会
計
係
長
・
松
岡
博
信
（
町
民
セ
ン

タ
ー
）、
同
係
・
山
本
洋
子
（
再
任
用
更
新
）

●
町
民
セ
ン
タ
ー

▼
町
民
セ
ン
タ
ー
・
池
田
三
奈
（
住
民
生

活
課
）

●
議
会
事
務
局

▼
議
会
事
務
局
・
後
藤
理
恵
子
（
学
校
教

育
課
）

●
学
校
教
育
課

▼
学
校
教
育
係
長
・
早
﨑
伊
津
子
（
議
会

事
務
局
）、
同
係
・
　
井
真
奈
美
（
総
務

課
）
▼
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長
・
池

田
り
か
（
住
民
生
活
課
保
険
係
長
）

●
社
会
教
育
課

▼
社
会
教
育
課
長
・
後
藤
喜
治
（
御
船
町

甲
佐
町
衛
生
施
設
組
合
事
務
局
長
）
▼
社

会
教
育
係
・
佐
伯
香
菜
子
（
福
祉
課
）
、

峯
元
翔
大
（
福
祉
課
）

■
派
遣

●
御
船
町
甲
佐
町
衛
生
施
設
組
合

▼
事
務
局
長
・
奥
村
伸
二
（
社
会
教
育
課
長
）

●
上
益
城
広
域
連
合

▼
施
設
整
備
係
長
・
田
上
和
広
（
企
画
課

企
画
政
策
係
長
）
▼
総
務
企
画
係
・
一
圓

秋
男
（
再
任
用
更
新
）

●
熊
本
県

▼
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
産
業
支
援

課
・
甲
斐
敬
大
（
社
会
教
育
課
）

※
（
か
っ
こ
）
内
は
旧
職
ま
た
は
旧
所
属
先
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町からのお知らせ　【５月】

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－234－1113（内線104）　

■
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が

　
必
要
で
す

　
日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
方
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
勤
務
先
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は
、
厚

生
年
金
か
ら
国
民
年
金
へ
の
変
更
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
勤
務
先
を

退
職
さ
れ
た
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
配

偶
者
の
方
や
収
入
が
増
加
し
た
こ
と
で

扶
養
か
ら
外
れ
た
配
偶
者
の
方
も
、
国

民
年
金
へ
の
切
り
替
え
手
続
き
が
必
要

で
す
。
こ
の
ほ
か
、
20
歳
に
な
ら
れ
た

学
生
の
方
も
届
出
が
必
要
で
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

　
令
和
３
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
、

１
万
６
５
４
０
円
（
月
額
）
で
す
。

　
こ
の
料
金
に
、
毎
月
４
０
０
円
の
付

加
保
険
料
を
プ
ラ
ス
し
て
納
め
る
こ
と

で
、
将
来
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
（
付
加
年
金
の
加
入

に
は
申
請
が
必
要
で
す
）。
ま
た
、
２

年
分
、
１
年
分
、
６
カ
月
分
を
ま
と
め

て
前
払
い
す
る
前
納
制
度
を
利
用
す
る

と
、
割
引
が
適
用
さ
れ
て
お
得
で
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
も
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、
納
付
対
象

月
の
翌
月
末
日
で
す
。
期
限
ま
で
に
保

険
料
を
納
め
な
い
と
、
障
害
年
金
や
遺

族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
の
方
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定

以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の

保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納

付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
学
生
の
方
は
、
特
例
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
承
認
期
間
は
２
年
１
カ
月

前
の
納
付
分
ま
で
可
能
で
す
。

　
申
請
に
は
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

明
書
が
必
要
で
す
。
特
例
を
受
け
た
期

間
は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
期
限
か
ら
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
、
未
納
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
付
で
き
る
追
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　
特
例
を
活
用
し
て
保
険
料
の
納
付
猶

予
を
受
け
た
方
な
ど
が
保
険
料
を
未
納

の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、
老
後
や
万
一

の
け
が
な
ど
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

に
、
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
将
来
受
け
取
る
年
金
額
は
支

払
っ
た
保
険
料
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る

た
め
、
未
納
が
あ
る
方
は
追
納
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線1０６）

■ 

国
保
税
の
税
率
お
よ
び
軽
減
判

定
所
得
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険
は
、
持
続
可
能
な
国

民
皆
保
険
制
度
を
堅
持
す
る
た
め
、
平

成
30
年
度
か
ら
都
道
府
県
と
市
町
村
が

共
同
し
て
運
営
を
し
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、
県
が
示
し
た
令
和
３
年
度

の
標
準
保
険
料
率
と
国
保
事
業
費
納
付

金
額
に
基
づ
き
、
本
町
の
国
保
税
の
税

率
等
を
次
の
と
お
り
改
正
し
ま
し
た
。

●
改
正
後
の
税
率

【
医
療
給
付
費
分
】

・
所
得
割
８
・
３
㌫
（
前
年
度
比
＋

　
０
・
３
㌫
）

・
均
等
割
２
万
８
０
０
０
円
（
前
年
度

　
比
２
０
０
０
円
）

・
平
等
割
２
万
円
（
変
更
な
し
）

【
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
】

・
所
得
割
２
・
９
㌫
（
変
更
な
し
）

・
均
等
割
９
０
０
０
円
（
変
更
な
し
）

・
平
等
割
８
０
０
０
円
（
変
更
な
し
）

【
介
護
納
付
金
分
】
（
40
～
64
歳
の
方
）

・
所
得
割
２
・
04
㌫
（
前
年
度
比
＋
０
・

　
21
㌫
）

・
均
等
割
１
万
３
４
０
０
円
（
前
年
度

　
比
＋
１
４
０
０
円
）

●
改
正
後
の
軽
減
判
定
所
得

・
７
割
軽
減

　
基
礎
控
除
額
43
万
円
＋
（
10
万
円
×

「
給
与
所
得
者
等
（
※
１
）
の
数
か
ら

１
を
減
し
た
数
」
）

・
５
割
軽
減

　
基
礎
控
除
額
43
万
円
＋
28
万
５
０
０

０
円
×
（
被
保
険
者
数
（
※
２
））
＋

10
万
円
×
「
給
与
所
得
者
等
（
※
１
）

の
数
か
ら
１
を
減
し
た
数
」

・
２
割
軽
減

　
基
礎
控
除
額
43
万
円
＋
52
万
円
×

（
被
保
険
者
数
（
※
２
））
＋
10
万
円
×

「
（
給
与
所
得
者
等
（
※
１
）
の
数
か
ら

１
を
減
し
た
数
」

※
１
　
一
定
の
給
与
所
得
者
と
公
的
年

金
等
の
支
給
を
受
け
る
者

※
２
　
同
じ
世
帯
の
中
で
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
に
移
行
し
た
者
を
含
む

▼
国
保
税
の
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
税
務
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

国保税の税率および
軽減判定所得が改正

詳しくは町住民生活課へお問い合わせください
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